
死刑廃止国際条約の批准を求める FORUM90
〒 1 0 7 - 0 0 5 2 東 京 都 港 区 赤 坂 2 － 1 4 － 1 3 　 港 合 同 法 律 事 務 所 気 付

T E L ： 0 3 - 3 5 8 5 - 2 3 3 1 　 FA X ： 0 3 - 3 5 8 5 - 2 3 3 0 　 メ ー ル ： i n f o @ f o r u m 9 0 . n e t  　 H P ： h t t p : / / w w w. f o r u m 9 0 . n e t /
郵 便 振 替 口 座 0 0 1 8 0 ‐ 1 ‐ 0 0 4 5 6 　 フ ォ ー ラ ム 9 0

2026 年１月 31 日（土）14 時～ （開場 13 時半）

文京シビックセンター４階　シルバーホール
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講演　岩 井  信  弁 護 士
（光市事件再審弁護団）

◇予約不要　
◇参加費 500 円

〒 112-8555　東京都文京区春日 1-16-21　TEL：03-3812-7111

広島高等裁判所 （裁判所HPより）

　1999 年４月、当時 18 歳１カ月だった少年によって引き起こさ
れた光市事件。この事件の裁判では、少年事件と報道のあり方、
弁護士バッシング、少年法と刑事事件の問題や、犯罪被害者をめ
ぐる諸問題、少年法の適用年齢引き下げ、死刑適用基準の問題な
どをめぐり、社会的に大きな議論を巻きおこした。
　一審、二審ともに無期懲役。ところが 2006 年６月、最高裁が破棄・
差し戻し判決を出す。2008 年４月、広島高裁は死刑判決を言い渡
した。事件後から巻きおこった議論や事件への視線、そして裁判
の過程は、本当に客観的で正当なものだったのだろうか。
　弁護団は現在、第三次再審請求中だ。あらためて事件の真実や
問題点を確認していきたい。

東京メトロ後楽園駅・丸ノ内線（4a・5 番出口）南北線（5 番出口）徒歩 1 分／
都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線（文京シビックセンター連絡口）徒歩 1 分／ JR 総武線水道橋駅（東口）徒歩 9 分




